
おとり広告の禁止に関する注意喚起について
国土交通省より、おとり広告の禁止に関して注意喚起がございましたので、

ご案内いたします。

特に年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、広告の適正化に一層取り組むとともに、宅地建物取引業法を始めとす
る関係法令の遵守の徹底をお願いするものです。

詳細はコチラ　→　おとり広告の禁止に関する注意喚起

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=2956
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2016/12/9ae1cd988466a063966442e48237b20d.pdf

